
2016  　　　　　 　11月号2016 　　　　　 　 11月号 67

税を考える週間

　

日
本
国
憲
法
第
30
条
で
は
「
国
民
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の

義
務
を
負
ふ
。」
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の

「
納
税
の
義
務
」
は
「
勤
労
の
義
務
」「
教

育
の
義
務
」
と
な
ら
ん
で
、
国
民
の
三
大

義
務
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

税
金
の
多
く
は
、
私
た
ち
自
ら
が
、
税

務
署
な
ど
へ
所
得
な
ど
の
申
告
を
行
う
こ

と
に
よ
り
税
額
を
確
定
さ
せ
、
こ
の
確
定

し
た
税
額
を
私
た
ち
自
ら
納
付
す
る
「
申

告
納
税
制
度
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
こ

の
申
告
納
税
制
度
が
適
正
に
機
能
し
、
公

共
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、

納
税
者
で
あ
る
私
た
ち
が
、
高
い
納
税
意

識
を
持
ち
、
正
し
く
税
金
を
納
め
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

考
え
よ
う
、
納
税
の
こ
と

    

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

　

翌
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

な
く
な
り
ま
す
。
担
当
者
が
現
地
調
査
を

行
い
ま
す
の
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

    
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）の

    
申
告
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
・
家
屋
の
ほ
か

に
、
償
却
資
産
（
事
業
用
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
機
械
、
器
具
、
備
品
な
ど
）

が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
所
有
し
て
い
る
償
却
資
産
に
つ

い
て
、
そ
の
年
の
１
月
中
に
税
務
課
ま
で

市
税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

    

年
末
調
整
説
明
会
を

    

開
催
し
ま
す

と　

き　

11
月
25
日
㈮

▼
午
前
の
部　

10
時
～
12
時

　

対
象　

法
人
・
官
公
庁
の
方

▼
午
後
の
部　

14
時
～
16
時

　

対
象　

個
人
事
業
者
の
方

と
こ
ろ　

プ
ラ
ザ
萬
象

※
事
前
に
お
届
け
し
た
資
料
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
同
封
の
用
紙
が
不
足
す
る
場

合
は
、
コ
ピ
ー
す
る
か
、
説
明
会
会
場
・

税
務
署
・
市
役
所
税
務
課
で
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

※
指
定
さ
れ
た
時
間
で
都
合
の
悪
い
方
は
、

都
合
の
良
い
時
間
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

敦
賀
税
務
署 

法
人
課
税
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
２
６
８

    

申
告
書
や
申
請
書
な
ど
に
は

    

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す

　

所
得
税
の
申
告
書
（
平
成
28
年
分
以
降

の
確
定
申
告
）
な
ど
、
税
務
関
係
書
類
を

税
務
署
へ
提
出
す
る
際
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類
の
提
示
、
ま

た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

敦
賀
税
務
署

 　
　
　

☎
22
・
１
０
１
０

敦
賀
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

    

納
税
証
明
書
の

    

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

　

ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
納
税
証
明
書
の
交
付
請
求
が
行

え
ま
す
。
税
務
署
窓
口
で
の
待
ち
時
間
が

短
縮
で
き
便
利
で
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か
ら
も
交
付
申
請
が

可
能
で
す
。

問
合
せ
先　

敦
賀
税
務
署

 　
　
　

☎
22
・
１
０
１
０

    

遺
産
に
係
る
相
続
税
の
基
礎
控    

    

除
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

　

被
相
続
人
（
亡
く
な
ら
れ
た
人
）
か
ら

相
続
ま
た
は
遺
贈
（
遺
言
に
よ
っ
て
財
産

を
贈
与
）
に
よ
っ
て
財
産
を
取
得
し
た
人

の
そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
価
格
の
合
計
額
が
、

遺
産
に
係
る
基
礎
控
除
額
を
超
え
る
場
合
、

そ
の
財
産
を
取
得
し
た
人
は
、
相
続
税
の

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
27
年
１
月
１
日
以
後
に
相
続
ま
た
は

遺
贈
に
よ
り
取
得
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税

に
つ
い
て
、
遺
産
に
係
る
基
礎
控
除
額
の
計

算
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

【
改
正
前
】
５
千
万
円
＋
（
１
千
万
円
×

法
定
相
続
人
の
数
）

【
改
正
後
】
３
千
万
円
＋
（
６
百
万
円
×

法
定
相
続
人
の
数
）

問
合
せ
先

　

敦
賀
税
務
署　

個
人
課
税
第
二
部
門　

☎
22
・
９
２
６
９

　
地方税の申告の手続きが、自宅やオフィス、
税理士事務所等のパソコンからインター
ネットを利用して行うことができます。をご利用ください！

地方税電子申告地方税の
申告は、

◦法人市民税（法人設立・設置届出書、
　異動届など）◦固定資産税（償却資産）
◦個人市県民税（給与支払報告書、特別
　徴収に係る給与所得者異動届出、特別
　徴収義務者の所在地・名称変更届出
　書など）

利用できる地方税の種類は？Ｑ
◦複数の地方公共団体への申告が、ま
とめて１回のデータ送信で行えま
す。（エルタックスの運営に参加し
ている地方公共団体に限ります）

◦エルタックスに対応した市販の税務・会計
ソフトで、簡単に作成・申告できます。

便利なの？Ｑ 詳しい内容や手続等について

一般社団法人 地方税電子化協議会

　　☎0570－081459
　 　　http://www.eltax.jp/
市税務課 市民税係　　 ☎22－8106
　　　　 固定資産税係 ☎22－8108

　

県
お
よ
び
県
内
全
市
町
は
、
平
成
28
年
度
か
ら

総
従
業
員
３
人
以
上
の
事
業
主
の
方
を
特
別
徴
収

義
務
者
と
し
て
指
定
し
、
事
業
主
の
方
に
従
業
員

の
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
）
を
し

て
い
た
だ
く
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
特
別
徴
収
に
す
る
と
…

　

普
通
徴
収
の
納
期
が
年
４
回
に
対
し
、
特
別

徴
収
は
年
12
回
な
の
で
、
従
業
員
の
１
回
あ
た

り
の
負
担
額
が
少
な
く
な
り
納
め
忘
れ
も
な
く

な
り
ま
す
。（
特
別
徴
収
の
税
額
の
計
算
は
市
が

行
い
ま
す
）

■
特
別
徴
収
と
は

　

事
業
主
の
方
が
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同

じ
よ
う
に
、
従
業
員
が
納
め
る
べ
き
個
人
住
民

税
を
毎
月
の
給
与
か
ら
引
き
去
り
（
給
与
天
引

し
）、
市
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
と
な
る
事
業
所
は

　

総
従
業
員
３
人
以
上
の
事
業
所

※
総
従
業
員
数
は
各
年
度
に
市
に
提
出
さ
れ
た
給
与

　

支
払
報
告
書
の
報
告
枚
数
か
ら
退
職
者
（
退
職
予

　

定
者
を
含
む
）
分
を
除
い
た
数
で
判
断
し
ま
す
。

※
従
業
員
全
員
に
つ
い
て
、
特
別
徴
収
す
る
こ

　

と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、「
全
員
普
通
徴
収

　

届
出
書
」
の
記
載
理
由
に
該
当
す
る
場
合
の

　

み
普
通
徴
収
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

そ
の
場
合
、「
全
員
普
通
徴
収
届
出
書
」
の
提

　

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先

【
特
別
徴
収
の
一
斉
指
定
に
関
す
る
こ
と
】

県
税
務
課　

☎
０
７
７
６
・
20
・
０
２
５
７

【
手
続
き
に
関
す
る
こ
と
】

　

市
税
務
課  

☎
22
・
８
１
０
６

個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
完
全
実
施

に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

事業主の
皆さんへ

◆動画で見る税務署の仕事（ドラマ仕立てで税務調査や国税
　徴収などの業務を紹介）
◆国税庁レポートでは、国税庁の 1 年間の活動やその年の
　トピックについて、統計資料やグラフなどを用いて説明
◆社会保障・税番号（マイナンバー）制度や e-TAX（国税電
　子申告・納税システム）など国税庁の取り組みを紹介
（問合せ先）　敦賀税務署 総務課　 ☎ 22 ー 9265

「くらしを支える税」をインターネットで紹介
しています

（国税庁ホームページや Twitter からご覧になれます。）

国税庁ホームページ「税の仕組み」（https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/hatten/page01.htm）、「納税の義務」
（https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/hatten/page14.htm）を加工して作成

北
陸
税
理
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

    

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

　

税
を
考
え
る
週
間
に
合
わ
せ
て
税
理
士

に
よ
る
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
日

ご
ろ
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
贈
与
税
、

相
続
税
な
ど
興
味
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と　

き　

11
月
11
日
㈮ 

10
時
～
16
時

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階 

市
民
ホ
ー
ル

問
合
せ
先　

北
陸
税
理
士
会 

敦
賀
支
部

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
21
・
３
３
０
７

申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

税
務
課 

固
定
資
産
税
係

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
22
・
８
１
０
８

「税を考える週間」です
今年度のテーマ「くらしを支える税」

11 月 11 日㈮～ 17 日㈭は、

み
ん
な
の
く
ら
し
を

支
え
る
税

　

国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
生
活
の
中
で

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
公
共
サ
ー
ビ
ス

（
教
育
、
医
療
、
福
祉
、
警
察
、
消
防
な
ど
）

や
公
共
施
設
（
学
校
、
公
園
、
道
路
な
ど
）

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
や

公
共
施
設
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
多
く

の
費
用
が
必
要
に
な
り
、
そ
の
主
な
財
源

と
な
る
の
が
、
み
ん
な
で
出
し
合
っ
て
負

担
し
て
い
る
「
税
金
」
で
す
。
私
た
ち
は

一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
税
金
は
、

私
た
ち
が
社
会
で
生
活
し
て
い
く
た
め
の
、

い
わ
ば
「
会
費
」
と
い
え
ま
す
。


